
 1 / 2 
 

 意見書  (仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン素案 
 
 
 

 

※ 記載いただいた個人情報は、(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン策定におけるパブリッ

ク・コメントの実施を目的として収集し、これ以外の目的では使用いたしません。 
 

〒124-8555  飾区立石五丁目 13－１ 葛飾区役所３階 302 番  
都市計画課 街づくり計画担当係 TEL 03-5654-8382 FAX 03-3697-1660 
※封書に「緑マスに関する意見提出」と記載してください。 

      ※郵送料は提出者の負担となります。 
 

１．あなたが該当する選択肢に✔をつけてください（１つ）。 
 □ 区内に住民票があり、居住している 
 □ 区内に事務所または事業所をお持ちの個人及び法人、その他の団体 
 □ 区内の事務所または事業所に勤務している 
 □ 区内の学校に在学している 
 □ (仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン素案に利害関係があると認められる 
 
２．意見募集を知ったきっかけに✔をつけてください（１つ）。 
□ 広報かつしか           □ 学校（保護者連絡用アプリ）で配布されたチラシ   
□ 区の(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プランのホームページ 

 □ 区の SNS（LINE、X、Facebook）  □ 所属団体へのご案内 
□ パブリック・コメントの資料閲覧場所   □ 区役所２階のパネル展示 
□ オープンハウス（アリオ亀有）   □ オープンハウス（新小岩駅） 
□ その他（              ） 

 
３．ご意見をお寄せいただく章に✔をつけてください。 
□ 第１章 計画の基本的事項（５．へお進みください） 
□ 第２章 現状と課題（５．へお進みください） 
□ 第３章 緑・水辺の将来像と目標（５．へお進みください） 
□ 第４章 緑・水辺に関する施策（４．へお進みください） 
□ 第５章 推進体制及び進行管理（５．へお進みください） 
 
 

住 所  年 齢  

氏 名  電 話  

提出・ 

問い合わせ先 

ご意見を記入のうえ、令和７年１１月２１日（金）【当日消印有効】までに、

郵送またはファクスでお送りいただくか、都市計画課（区役所３階３０２番）

までお持ちください。 
ご意見は、区ホームページからオンライン申請でもご提出いただけます。 

オンライン申請はこちら 
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４．ご意見をお寄せいただく内容に✔をつけてください（５．へお進みください）。 
□ 施策１－１ 魅力ある公園づくりと公園の利活用 
□ 施策１－２ 街づくりを通じた緑の創出 
□ 施策１－３ 魅力ある小さな緑の創出 
□ 施策１－４ 都市農地と地域に根付いた樹木の保全 
□ 施策２－１ 水辺に親しめる空間の充実 
□ 施策２－２ 水辺空間の活用 
□ 施策２－３ 水辺の自然環境保全 
□ 施策３－１ まちの安全を支える緑・水辺づくり 
□ 施策３－２ 緑・水辺の施設の適正管理 
□ 施策４－１ 緑・水辺をはぐくむ活動の推進  
□ 施策４－２ 未来の担い手づくり  
□ 施策４－３ 魅力が伝わる情報発信 

 
５．ご意見をお書きください。 

ご意見 
 

 
お寄せいただいたご意見などを考慮し、最終決定を行います。いただいたご意見の概要と

区の考え方は後日、区ホームページで公表します。 
なお、ご意見に対する個別の回答は行いません。あらかじめご了承ください。 


